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フロン回収手順書（P４４６－244-323） 
１．目的 

フロン回収破壊法（特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律）が 平成１３年６月２２日に

公布、平成１４年４月１日より施行され、業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているフロン類の適正な回収の実施

などが義務づけられた。                        

２．定義 

(1) フロン類：クロロフルオロカーボン、ハイドロクロロフルオロカーボン及びハイドロフルオロカーボンのうち 

オゾン層破壊又は地球温暖化の原因物質を「フロン類」という。 

(2) 第一種特定製品：フロン類が充てんされている、第二種特定製品を除き業務用のエアコンディショナー並び

に冷蔵機器及び冷凍機器（自動販売機を含む）。 

(3) 家庭用エアコンディショナーについては，家電リサイクル法に基づき回収する。  

 

３．法の遵守 

(1) 繊維学部の教職員および構成員は、第一種特定製品のフロン回収において、「特定製品に係るフロン類の

回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」を確実に遵守すること。 

 

４．運用手順 

(1) 繊維学部の教職員および構成員は、第一種特定製品を廃棄する場合、都道府県知事の登録を受けた第一

種フロン類回収業者に、フロン類を引き渡さなければならない。 

(2) 家庭用エアコンディショナーについては，家電リサイクル法に基づき指定回収業者に引き渡す。 

(3) 第一種特定製品廃棄者は、第一種特定製品回収者に対し、フロン類の回収等の費用に関しての適正な料

金の請求について当該費用を負担しなければならない。 

 

５．不適合の判断基準 

(1) 手順に沿って実施されていない場合． 

 

６．是正・報告 

(1) 手順に沿って実施されていない場合、担当責任者は「是正・予防処置」を作成し，対策案を提案する． 
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